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6月は食育月間です
野菜を食べよう
つるりっぷ、たべやんと一緒に野菜を使ったおやつを作ろう！！
大阪市食育推進キャラクター「たべやん」

米粉のおやき
にんじんゼリー
小松菜マドレーヌ
野菜を食べる目安やおすすめレシピは2面へ

大阪市民は、目標に対して100ｇ※の野菜が不足しています！
健康づくりと生活習慣病の予防のために、1日350ｇ※以上食べましょう。
※第4次大阪市食育推進計画の数値目標
生野菜350ｇの目安
料理にすると1日5皿（1皿約70ｇ）
加熱前▶加熱後
同じ野菜でも加熱した方がかさが減り、たくさん食べることができます。

野菜を手軽に食べるヒント！
料理をつくるとき…
◆下ごしらえの簡単な野菜（もやし、ミニトマトなど）、冷凍野菜、カット野菜、缶詰も活用しましょう！
◆野菜のちょい足しをしましょう！
◆いろいろな調理法を知りましょう！
クックパット公式キッチン「大阪市たべやんレシピ」に、野菜レシピを掲載しています

CHECK！
野菜に含まれる主な栄養素とその効果（一例）

ビタミンC
・免疫機能を高める
・がん、動脈硬化の予防

食物繊維
・脂質異常症予防
・糖尿病予防
・肥満予防
・便秘予防

カロテノイド
・がん、動脈硬化の予防

カリウム
・高血圧予防


ヘルスメイトおすすめ！
野菜を使ったおやつ

にんじんゼリー
1個あたり：エネルギー30kcal
【材料】8個分
◆にんじん　125ｇ
◆水　100cc
◆水　250cc
◆砂糖　50g
◆粉寒天　2g
◆レモン汁　大さじ1/2

【作り方】
（1） にんじんは皮をむいてうす切りにし、やわらかくなるまでゆでる。
（2）（1）、水（100cc）、砂糖をミキサーに入れて、滑らかになるまで攪拌する。
（3）粉寒天を分量の水（250cc）にふり入れて火にかけ、沸騰後5分程度煮る。
（4）（3）に（2）を加えて煮て、最後にレモン汁を加えて混ぜ、型に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

■子育てサロンで提供しています。
今年度の子育てサロンでのにんじんゼリーの提供予定（予定が変更になる場合があります）
◆6月9日（月）鶴見北公民館　　　◆11月20日（木）茨田南福祉会館
◆7月22日（火）榎本福祉会館　　　◆2026年2月12日（木）茨田西社会福祉会館
◆9月22日（月）茨田北福祉会館　　◆2026年2月18日（水）焼野福祉会館


小松菜マドレーヌ
1個あたり：エネルギー73kcal　食塩相当量0.1g
【材料】10個分
◆小松菜　100g
◆レモン汁　大さじ1
◆卵　1個
◆ホットケーキミックス　100g
◆牛乳　50cc
◆バター　30g
◆砂糖　大さじ1

【作り方】
[bookmark: _Hlk196735166]（1）小松菜は洗ってさっとゆで、水気をしぼり、細かく切る。
（2）バターは小鍋または電子レンジにかけて溶かしておく
（3）ミキサーに（1）と卵、牛乳、砂糖、レモン汁を入れて攪拌し、ボウルに移す。
（4）（3）にホットケーキミックスを加え、泡立て器で混ぜ合わせ、（2）を加えて混ぜる。
（5）（4）の生地をアルミケースに入れ、180℃に予熱したオーブンで15分程度焼く。竹串をさして、生地がついてこなければでき上がり。

米粉のおやき
1個あたり：エネルギー200kcal　食塩相当量0.8g
【材料】6個分
◆米粉　200g
◆熱湯　200cc
◆片栗粉　20g
◆お好みの具材（今回はきんぴらごぼう）　200g
◆塩　ひとつまみ
◆ごま油　大さじ1
おすすめの具材：きんぴらごぼう、青菜のごま油炒め、切干大根、さつまいも甘煮 など

【作り方】
（1）ボウルに米粉・片栗粉・塩を入れ、熱湯を少しずつ入れながらよく混ぜ、ひとまとめにする。
（2）（1）を6等分にして丸めておく。
（3）（2）をまな板の上で薄く平らに広げる。具材を6等分しておく。
（4）（3）を手のひらにのせ、生地の中央に具材をのせ、周囲の生地を寄せて包み口をしっかり閉じる。
（5）閉じ口を下にし、軽くつぶし、回転させて形を丸く整える。
（6）フライパンにごま油を熱し、（5）を並べ弱めの中火で蓋をして3分程度蒸し焼きにし、焼き色がついたら裏返し蓋をして3分程度蒸し焼きにする。


令和7年度 健康講座保険栄養コース　受講者募集　
無料　詳しくはこちら▶
生活習慣病予防や食育、地域の健康づくりなどに関心のある方、一緒に学んでみませんか。講座終了後、食生活改善推進員（ヘルスメイト）として活躍できる方、歓迎します。
日時　（1）8月6日（水）・（2）13日（水）・（3）21日（木）・（4）※27日（水）または29日（金）（5）9月3日（水）・（6）10日（水）・（7）18日（木）・（8）24日（水）、（9）10月8日（水）各日9時30分～12時
※（4）は2グループに分けて開催予定のため、どちらかに出席いただきます。（日程は決定次第お知らせします）
場所　区役所2階 集団検診室または4階 会議室
内容
・医師による健康づくりの取り組み
・管理栄養士による生活習慣病予防の食生活
他にも調理実習や食品衛生の講義など、食生活を中心に健康づくりについて総合的に学んでいただける内容です。
・健康運動指導士による運動実習

対象　区内在住で（1）～（9）のうち6回以上出席できる方
定員　30名（先着順）
申込　電話・窓口・行政オンラインシステム
申込期間　6月2日（月）～ 7月11日（金）
行政オンラインシステム申込はこちら▶


一緒に食育活動をしませんか？
鶴見区では、区役所の栄養士と食生活改善推進員（ヘルスメイト）、食育推進ネットワーク施設の皆さんが連携して食育活動を進めています。「鶴見区食生活改善推進員（ヘルスメイト）」は、健康講座保険栄養コースを修了された方たちで、「私たちの健康は私たちの手で」を合言葉に区内の子どもから高齢者に対して、食育の啓発を行っています。

申込・問合　保健福祉課（健康づくり）1階11番　電話06-6915-9882


空家の所有者には管理責任があります　　　住んでいるうちに対策を！

管理不全が続くと罰則もあります！
空家対策推進の必要性を考え「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律には、所有者が空家を適切に管理する責務が定められています。管理不全な状態が続くと、法律に基づき「管理不全空家等（※1）」「特定空家等（※2）」として市が指導を行うことがあります。

※1管理不全空家等とは、次の状態に該当する空家等のことです。
○空家等のうち、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められるもの（令和5年法改正により追加）
※2特定空家等とは、次の4つの状態のいずれかに該当する空家等のことです。
○そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
○そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
○適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
○その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全空家等、特定空家等になる前に家の状態をチェック

家の中
雨もり・床の傾き・カビの大量発生・異臭 など

外壁
外壁材の異常（穴・サビ など）

窓・ドア
ガラスの割れ・建付けの異常・開閉の不良 など

土台
基礎・土台の異常（ヒビ・腐朽 など）

屋根
屋根材の異常（ズレ・割れ・はがれ など）

軒裏
軒材の異常（シミ・汚れ など）

家の周り
雑草や樹木の繁茂・害虫などの発生・ごみの不法投棄 など

行政による指導の流れ
（1）情報提供・助言等（法第12条）空家等の適切な管理に必要な情報提供、助言をします。
1か月後
（2）助言・指導（法第22条第1項）空家等の適切な管理に必要な措置を取るよう助言または指導をします。
8か月後
（3）勧告（法第22条第2項）指導を受けて改善されない場合、固定資産税の住宅用地の特例から除外となります。
その後
※管理不全空家等は勧告まで実施します

（4）命令（法第22条第3項）命令に違反した場合、50万円以下の過料に処されることがあります。
その後
（5）行政代執行（法第22条第9項）命令が履行されない場合、市が代執行することがあります。また、その際の費用は所有者から徴収します。

区役所の各種無料相談もぜひご利用ください
予約制7面をご覧ください
住宅は、居住者の移転や世代交代などで空家になることがあります。スムーズに引き継ぐために、住んでいるときから権利関係の確認や登記の変更、相続などの対策を早めに準備しておきましょう。
○専門家に相談
相続に関して、相続人同士の権利問題や名義変更手続きなどが必要となります。それぞれの悩みに応じて、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談してください。

登記を確認
不動産登記法の改正により、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されましたので、必ず登記手続きを行ってください。

問合　市民協働課（市民協働）1階8番　電話06-6915-9166


空家利活用改修補助
住宅の性能向上や地域まちづくりに資する改修工事費用等の一部を補助します。
すでに耐震性を有する建物、またはこれから耐震改修工事を行う場合にご利用できます。

補助要件
住宅再生型・地域まちづくり活用型
●すでに耐震性を有していること、または改修により一定の耐震性を確保すること
●市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅（戸健または長屋健）であること
●不動産市場に賃貸用または売却用として流通しておらず、3か月以上空家であること
●利活用事例として、大阪市が情報発信（内容は区と協議）することに了承できること
●売却を前提としたものでないこと

地域まちづくり活用型（例）
空家の耐震補強や内装の整備等の改修を行い、地域の子どもたちの居場所として開放。
詳しくはこちら▼　改修前▶　改修後（子どもたちと遊ぶようす）

補助の種類　改修後の用途
住宅再生型　住宅
地域まちづくり活用型　地域まちづくりに資する用途（地域に開かれた居場所等）
※区との事前協議が必要

補助の種類　補助対象者
住宅再生型　・空家所有者、空家所有者の配偶者または一親等以内の親族・空家取得予定者、賃借予定者
地域まちづくり活用型　・非営利団体等（NPO法人、社会福祉法人・公益法人等）
※区との事前協議が必要

補助の種類　補助内容 戸あたり限度額：補助率
住宅再生型
（1）インスペクション3万円：1/2
（2）耐震診断5万円：10/11
（3）耐震設計10万円：2/3
（4）耐震改修工事100万円：1/2
（5）性能向上に資する改修工事75万円：1/2
地域まちづくり活用型
（1）インスペクション3万円：1/2
（2）耐震診断5万円：10/11
（3）耐震設計10万円：2/3
（4）耐震改修工事100万円：1/2
（5）地域まちづくりに資する改修工事300万円1/2

問合
大阪市立住まい情報センター4階5番　電話　06-6882-7053
市民協働課（市民協働）1階8番　電話06-6915-9166
※補助金額は（1）（2）（3）は税込み、（4）（5）は税抜きで算定します。また、上記以外に別途上限があります。
締切　（1）（2）（3）：令和7年12月26日（金） （4）（5）：令和7年12月15日（月）


離乳食講習会　
無料　申込不要
離乳食を始めることに不安がある方、離乳食を始めたものの、うまく進まない方、その他離乳食についてご質問のある方、ぜひご参加ください。
日時　6月17日（火）13時30分～14時30分
場所　区役所2階 集団検診室
内容　離乳食の進め方について（お話・実演）
対象　生後7か月ごろまでの赤ちゃんを育児中の方
詳しくはこちら▶
問合　保険福祉課（健康づくり）1階11番　電話06-6915-9882


青少年健全育成鶴見区民大会―社会を明るくする運動―　
無料　申込不要
青少年の健全育成・非行防止に向け、地域関係団体・学校等と連携しながら、さまざまな事業に取り組んでいます。児童虐待の現状と予防について、ご講演いただきます。
日時　7月6日（日）13時30分～15時（13時～受付開始）
場所　つるみ日建ホール（区民センター 大ホール）
講師　認定NPO法人児童虐待防止協会　理事長　才村 純 氏
対象　どなたでも
定員　400名（先着順）
問合　市民協働課（教育）4階43番　電話06-6915-9734


区役所で実施する こころの健康に関する各種無料講座　
無料
申込・問合　保健福祉課（保健活動）1階11番　電話06-6915-9968

申込制　
講座名　地域生活向上教室（ほっこり・ほのぼの）
地域で安定した生活ができることを目的とした教室です。
実施日時・場所　6月5日（木）・19日（木）、7月3日（木）・17日（木）各日9時30分～11時30分
区役所2階 集団検診室
対象　統合失調症等の精神障がい（疑いも含む）のある方
※初めて参加される方は必ず事前にご連絡ください

申込制　
講座名　統合失調症の家族教室
統合失調症について家族が正しい知識や本人への接し方などを学び、参加者の皆さんと考える教室です。
実施日時・場所　6月18日（水）
13時30分～15時30分
区役所2階 集団検診室
7月22日（火）14時～16時
区役所４階401会議室
対象　統合失調症と診断された方のご家族
※初めて参加される方は必ず事前にご連絡ください

申込不要　
講座名　酒害教室
飲酒問題について正しい知識と理解を深める教室です。
実施日時・場所　6月11日（水）、7月9日（水）各日14時～16時
区役所2階 集団検診室
対象　飲酒問題を抱え回復をめざしている方、ご家族、支援者など、どなたでも参加できます。


令和8年「鶴見区二十歳のつどい」を開催します
日時　令和8年1月12日（月・祝） 10時～
場所　つるみ日建ホール（区民センター 大ホール）
対象　平成17年4月2日～平成18年4月1日に生まれた方
詳しくはこちら▶
問合　市民協働課（教育）4階43番　電話06-6915-9734


小・中学校の教科書をご覧いただけます
小・中学校で使用する教科書をより多くの方に知っていただくため、教科書（見本）を展示します。ぜひ手にとってご覧ください。
期間　6月16日（月）～7月11日（金）※開庁日のみ
時間　9時～17時30分（金曜日は19時まで）
場所　区役所4階43番窓口付近
問合
○教科書に関すること
　大阪市教育委員会事務局指導部
　電話06-6208-9186　ファックス06-6202-7055
○教科書の展示場所などに関すること
　市民協働課（教育）4階43番
　電話06-6915-9734


ラジオ大阪『あれも！これも！SDGs』に内田区長が出演します
大阪市24区役所が順番に出演し、各区のSDGsの取組み等について語ります。ラジオを聞いてSDGsについて一緒に考えましょう！
放送局　ラジオ大阪（FM91.9／AM1314.）
放送日時　6月25日（水）21時15分～21時30分
問合　総務課（政策推進）4階42番　電話06-6915-9176


児童手当の現況届について
制度の一部変更に伴い現況届は原則提出不要となりましたが、必要な方には現況届を送付しています。また、18歳到達後の最初の4月1日から22歳年度末までの子を多子加算認定している受給者のうち、現況届の提出が必要な方にも送付しています。6月30日までに下記へご提出ください。
現況届または添付書類の提出がない場合は児童手当が受給できなくなります。提出がないまま2年経過すると時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
問合　保険福祉課（子育て支援）1階12番
電話06-6915-9107


区役所庁舎等を活用した熱中症対策を推進しています。
区役所地下1階フリースペース内及び区民センター1階自動販売機前に『涼ん処（すずんどこ）』を設置しています。
「涼ん処（すずんどこ）」では冷房の運転、うちわの設置等を行っておりますので、休憩場所としてご利用ください。なお、熱中症警戒アラート発表の有無に関わらず利用できます。
問合　総務課（総務）4階41番　電話06-6915-9625


介護保険利用者負担限度額認定書等の更新をお忘れなく！
介護保険を利用して、介護保険施設などへ入所や短期入所した場合に、食費・居住費が負担軽減される認定証等の有効期限は7月31日（木）です。
現在認定証等をお持ちの方には、5月末頃から申請のご案内を送付していますので、更新希望の方は6月30日（月）までに申請してください。なお、非課税年金（遺族年金・障がい年金）を受給している方は、年金収入額と基礎年金番号の申告が必要となりますので、年金振込通知書等の写しを添付し申請してください。
[bookmark: _Hlk196314736]問合　保険福祉課（高齢者支援）1階10番　電話06-6915-9859

[bookmark: _Hlk196315900]
後期高齢者医療保険料 決定通知書の主な内容を点字文書にして同封します
視覚障がいのある被保険者の方（希望者）に、後期高齢者医療保険料決定通知書に記載の保険料年額や月額等の主な内容を点字文書にして同封します。
ご希望の方は、下記までお申し込みください。
申込　電話・窓口※住所・氏名・生年月日をお聞きします
[bookmark: _Hlk196992804]問合　窓口サービス課（保険年金／保険）3階31番　電話06-6915-9956


令和7年度の国民健康保険料について
保険料の決定
令和7年度（令和7年4月から令和8年3月）国民健康保険料の決定通知書を、お住まいの区の区役所から6月中旬に送付します。6月中に届かない場合はご連絡ください。
前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料が軽減・減免できる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
令和7年度の国民健康保険料は次の表により計算した金額が年間保険料となります。
なお、被保険者間の負担の公平性の観点から、「府内統一保険料率」としており、大阪府内の市町村にお住まいで「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となっています。
保険料の納付
国民健康保険料のご納付は、便利で確実な講座振替をご利用ください。
申込手続き等詳しくはこちら▶

令和7年度国民健康保険料（年額）
平等割保険料（世帯あたり）
医療分保険料 　33,574円
後期高齢者支援金分保険料 　10,761円
介護分保険料※1　−

均等割保険料（被保険者あたり）
医療分保険料 　被保険者数×34,424円
後期高齢者支援金分保険料 　被保険者数×11,034円
介護分保険料※1　介護保険第2号被保険者数×18,784円

所得割保険料※2
医療分保険料 　算定基礎所得金額 ※3 ×9.30%　
後期高齢者支援金分保険料 　算定基礎所得金額 ※3×3.02%　
介護分保険料※1　算定基礎所得金額 ※3×2.56%　

最高限度額
医療分保険料 　65万円
後期高齢者支援金分保険料 　24万円
介護分保険料※1　17万円
※1：介護分保険料は、被保険者の中に40歳～64歳の方（介護保険第2号被保険者）がいる世帯にのみかかります。介護分保険料の平等割保険料はかかりません
※2：世帯の所得割保険料は、被保険者（介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者）ごとに計算した所得割の合計額となります
※3：算定基礎所得は、前年中総所得金額等から43万円を引いた金額となります
問合　窓口サービス課（保険年金／保険）3階31番　電話06-6915-9956


自衛隊への情報提供を希望されない方の申出（除外申出）について
自衛官募集事務は市町村の法廷受託事務と定められており、大阪市では防衛大臣からの依頼に応じて、18歳・21歳の方の住民基本台帳を提供しています。情報提供を希望されない方は、申出により自衛隊へ提供する情報から除外しています。
詳しくはこちら▶
[bookmark: _Hlk196320264]問合　窓口サービス課（住民情報1階3番　電話06-6915-9963


区役所・小学校等で実施する各種健診・検査のお知らせ
[bookmark: _Hlk196385364]予約・問合（検診内容・場所などに関すること）保健福祉課（健康づくり）1階11番
電話06-6915-9882
問合（特定健診・受診券に関すること）窓口サービス課（保険年金） 3階31番　電話06-6915-9956
行政オンラインシステムでの予約はこちら▶

予約制※
内容　大腸がん検診★　免疫便潜血検査
料金　300円
実施日・受付時間・受付場所
6月30日（月）、9月21日（日）各日9時30分～10時50分、13時30分～14時50分
区役所2階 保健福祉センター前
対象（大阪市民）　40歳以上の方（昭和61年3月31日以前生まれの方）

内容　肺がん検診★　エックス線（条件により喀痰検査を実施）
料金　無料（喀痰検査は400円）
実施日・受付時間・受付場所
6月30日（月）9時30分～10時50分
9月21日（日）13時30分～14時50分　区役所2階 保健福祉センター前
対象（大阪市民）　40歳以上の方（昭和61年3月31日以前生まれの方）

内容　乳がん検診★　マンモグラフィ検査
料金　1,500円
実施日・受付時間・受付場所
8月4日（月）・9月4日（木）
18時30分～19時50分　区役所2階 保健福祉センター前
対象（大阪市民） 40歳以上の女性で隔年受診（昨年度受診されていない方）

内容　骨量検査
料金　無料
実施日・受付時間・受付場所
6月30日（月）
13時30分～14時50分　区役所2階 保健福祉センター前
8月4日（月）・9月4日（木）
18時30分～19時50分　区役所2階 保健福祉センター前
対象（大阪市民）18歳以上の方（平成20年3月31日以前生まれの方）


予約不要

内容　特定健診
料金　無料
実施日・受付時間・受付場所
6月30日（月）　9時30分～11時　区役所4階 403・404会議室
9月21日（日）　9時30分～11時　区役所3階 302会議室
対象（大阪市民）　大阪市国民健康保険（40歳以上）または後期高齢者医療制度の被保険者の方
※対象の方には受診券を送付しています。

内容　歯科健康相談
料金　無料
実施日・受付時間・受付場所
6月30日（月）13時30分～14時50分　区役所2階　保健福祉センター前
対象（大阪市民）　市民の方

内容　結核健診（エックス線）
料金　無料
実施日・受付時間・受付場所
6月20日（金）、7月14日（月）各日10時～11時　区役所2階 保健福祉センター前
対象（大阪市民）　15歳以上の市民の方

★印のものは、勤務先で同程度の検診を受診できる方は対象外となります。 ※定員に達し次第、受付終了します。


鶴見区の親子のための施設をご活用ください
すべて事前予約不要です

つどいの広場
乳幼児（0～3歳）とその保護者が交流を深めたり、育児相談やイベント、情報交換を楽しめます。

つどいの広場ソフィア（緑1-11-3）
開設日　月～金曜日（祝日は休み）
対象　主に乳幼児（0～3歳）とその保護者　
時間　10時～15時　
費用　無料（ただし教材費は実費） ※一時預かり保育も行っています。
問合　電話06-6180-3550

つどいの広場まほろ（鶴見2-4-7）
開設日　月～金曜日（祝日は休み）
対象　主に乳幼児（0～3歳）とその保護者
時間　10時～15時 ※月曜日10時～12時は0歳のみ
費用　無料
問合　電話090-2359-1312

つどいの広場秀和（諸口6-2-7）
開設日　月～金曜日（祝日は休み）
対象　主に乳幼児（0～3歳）とその保護者　
時間　(1)9時30分～12時　(2)13時～15時30分
費用　無料 ※館内は飲食禁止です。
問合　電話090-9215-1545

子ども・子育てプラザ
今津中1-1-14　問合　電話06-6967-1033

つどいの広場
乳幼児（0歳～就学前）とその保護者の交流、情報交換の場所です。
開設日　火～土曜日
時間　(1)9時30分～12時　(2)12時45分～15時15分
内容　自由遊び、各種行事、子育て支援のための講座や教室など

児童のあそびの広場
小学生から18歳までの児童を対象に、自習室や安心して遊べる場所を提供します。
開設日時　（1）10時～12時（土・日のみ）（2）14時～17時（火～日曜日）
※夏休みなど長期休業中は開設日時が変わります
内容　自由遊び、各種行事、将棋教室など

鶴見子育て支援センター　
諸口５丁目浜６-17（茨田第１保育所内）　問合 電話06-6915-8224
大阪市内在住の概ね3歳未満までの子どもと保護者がゆったり遊べるひろばです。子どもと保護者で交流や子育ての話ができる出会いの場です。
開設日　月～金曜日（祝日は休み）
時間　（1）9時15分～11時45分　（2）13時～15時30分
※火の午後と水の午前中は0歳ルームです。
問合　保健福祉課（子育て支援室）1階12番 電話06-6915-9107


【健康コラム】保健師が子育てや健康に関するご相談をお受けしています！
保健師ってどんな人？
乳幼児から高齢者までのすべての方を対象に、地域ごとの担当保健師が健康相談などの支援をしています。
◆妊娠中の不安や子育て中の心配ごとの相談
◆乳幼児健診
◆家庭訪問
◆検診後の保健指導
◆こころの悩み相談
◆介護予防
◆感染症の予防
不安な気持ちが続くけど どうすれば…
子どもの発達面が心配…
高血圧を予防するにはどうすればいい？
利用できるサービスはあるのかな？

[bookmark: _Hlk196321846]常設健康相談窓口（区役所1階14番）
お子さんの身長・体重計測や出産・育児の相談ができます。また、ご自身の健康に関するご相談もできます。電話での相談も可能です。
日時　月～金曜日（年末年始・祝日を除く） 9時～17時30分
費用　無料
予約　不要
[bookmark: _Hlk196322066]問合　保健福祉課（保健活動）1階11番
電話06-6915-9968


鶴見区子育てサロンに遊びに来てね！
[bookmark: _Hlk196322832]問合 保健福祉課（子育て支援） 1階12番　電話06-6915-9129
無料　詳しくはこちら▶
子育てサロンは親子の遊びや情報交換、仲間づくりの場として、地域ごとに定期的に開催しています。
対象　０歳～就学前のお子さんとその保護者、ご出産予定のプレパパ・プレママ

名称　つるみ北子育てサロン（鶴見北公民館）
日時　6月9日(月)　10時～11時45分

名称　横堤子育てサロン（横堤福祉会館）
日時　6月10日(火)　10時～12時

名称　茨田東子育てサロン（茨田東福祉会館）
日時　6月11日(水)　10時～12時

名称　茨田西子育てサロン（茨田西社会福祉会館）
日時　6月12日(木)　10時～12時

名称　茨田北子育てサロン（茨田北福祉会館）
日時　6月16日(月)　10時～11時30分

名称　つるみ子育てサロン（鶴見公民館）
日時　6月17日（火）10時～11時30分

名称　みどり子育てサロン（緑会館「緑ふれあいの家」）
日時　6月18日(水)　10時～11時30分

名称　茨田子育てサロン（茨田福祉会館）
日時　6月18日(水)　10時～12時

名称　焼野子育てサロン（焼野福祉会館）
日時　6月18日(水)　10時～11時30分

名称　茨田南子育てサロン（茨田南福祉会館）
日時　6月19日（木）　10時～11時30分

名称　榎本子育てサロン（榎本福祉会館）
日時　6月24日(火)　10時～11時30分

名称　今津子育てサロン（今津会館）
日時　6月24日(火)　10時～12時


乳幼児健診
無料
申込不要
問合 保健福祉課（健康づくり） 1階11番　電話06-6915-9882

※対象の方には「健康診査のお知らせ」を事前に送付します。
※表のとおり予定していますが、対象人数によっては変更する場合がありますので、必ずご確認ください。

内容　３か月児健康診査
日　6月9日（月）
対象　令和7年1月25日～2月13日生まれ

内容　３か月児健康診査
日　6月23日（月）
対象　令和7年2月14日～3月1日生まれ

内容　1歳6か月児健康診査
日　6月10日（火）
対象　令和5年11月1日～11月15日生まれ

内容　1歳6か月児健康診査
日　6月24日（火）
対象　令和5年11月16日～11月30日生まれ

内容　3歳児健康診査
日　6月12日（木）
対象　令和3年12月1日～12月15日生まれ

内容　3歳児健康診査
日　6月26日（木）
対象　令和3年12月16日～令和4年1月2日生まれ


6月　無料相談
対象　大阪市民の方
行政オンラインシステムでの予約 ★印が対応
申込期間 毎月1日から相談日4日前まで
定員 各2組（先着順）

相談名　1法律相談
予約制
日時　6月13日（金）13時～17時　（毎月第2金曜日）
申込方法　予約6月6日（金）正午～当日10時
（予約専用電話050-1808-6070 ［AI電話24時間受付］）※電話申込が困難な方は事前にお問い合わせください
定員　16組（先着順）（1組30分以内）
場所　区役所3階 つるみっ子ルーム前
問合　総務課（政策推進）電話06-6915-9683

相談名　1法律相談
予約制
日時　6月27日（金）13時～17時(毎月第4金曜日）
申込方法　予約　6月20日（金）正午～当日10時
（予約専用電話050-1808-6070 [AI電話24時間受付]）※電話申込が困難な方は事前にお問い合わせください
　定員　16組（先着順）（1組30分以内）
場所　区役所3階 つるみっ子ルーム前
[bookmark: _Hlk196387079]問合　総務課（政策推進）電話06-6915-9683

相談名　２不動産相談（賃貸、売買契約、空家問題など）
予約制
日時　6月12日（木）・23日（月）13時～16時（毎月第2木曜日・偶数月第4月曜日）
申込方法　予約　相談日当日９時～電話（予約専用電話06-6915-9954） ★
定員　6組(先着順)（1組30分以内）
場所　区役所3階 つるみっ子ルーム前
問合　総務課（政策推進）電話06-6915-9683

相談名　3司法書士相談（相続・贈与、会社・法人の登記、成年後見など）
予約制
日時　6月18日（水）13時～17時（毎月第3水曜日）
申込方法　予約　相談日当日９時～電話（予約専用電話06-6915-9954） ★  
定員　12組(先着順)（1組40分以内）
場所　区役所3階 つるみっ子ルーム前
問合　総務課（政策推進）電話06-6915-9683

相談名　４行政なんでも相談（公共施設が破損している、子どもの通る道に危ない箇所があるなど）
日時　6月27日（金）14時～16時（毎月第4金曜日）
申込方法　相談日当日会場にて受付
場所　区役所3階 つるみっ子ルーム前
問合　総務課（政策推進）電話06-6915-9683

相談名　5 日曜法律相談
予約制
日時　6月22日（日）13時～17時
福島区役所（福島区大開1-8-1）
淀川区役所（淀川区十三東2-3-3）
申込方法　予約　6月13日（金）正午～6月22日（日）10時（予約専用電話050-1808-6070[AI電話24時間受付]）
定員　各16組（先着順）（1組30分）
問合　大阪市総合コールセンター「なにわコール」（電話06-4301-7285なにわコール）年中無休・8時～21時

相談名　6 ナイター法律相談
予約制
今月は実施いたしません
【日時】7月23日（水）18時30分～20時30分
【場所】天王寺区民センター（天王寺区生玉町7-57）
【予約】行政オンラインシステムでの事前予約
【予約受付期間】6月10日（火）正午～7月22日（火）17:00
※オンライン予約で定員に満たない場合は、相談日当日18時時点の来場者で抽選
※抽選後に空枠がある場合は、先着順にて受付（各枠の相談開始10分前〆切）
【定員】32組（先着順）
【問合】大阪市総合コールセンター「なにわコール」
問合　大阪市総合コールセンター「なにわコール」（電話06-4301-7285なにわコール）年中無休・8時～21時


相談名　7自立アシスト相談（収入が不安定、仕事が見つからない、頼る人がいない、子どものひきこもり など）
日時　【平日】9時～17時30分 
申込方法　日々の生活の中で起こるさまざまな困りごとの解決をサポートします。
対象 区内在住で生活にお困りの方
場所　区役所3階33番
問合 電話06-6913-7060

相談名　8精神科医によるこころの健康相談
予約制
問合　保健福祉課（保健活動）電話06-6915-9968
日時　6月13日（金）・27日（金）14時～15時30分
申込方法　本人（鶴見区民）およびご家族からの相談も可能です。電話（06-6915-9968）、窓口にて事前にご予約ください。
定員 各2名（先着順）（1人30分程度）
場所　区役所1階相談室

相談名　9花と緑の相談
問合　鶴見緑地公園事務所 電話06-6912-0650
日時　6月11日（水）14時～15時30分（毎月第2水曜日）
申込方法　当日会場にて受付
場所　区役所1階ロビー

相談名　10ごみの相談フードドライブ
問合　城北環境事業センター　電話06-6913-3960
日時　6月17日（火）14時～16時(毎月第3火曜日）
申込方法　当日会場にて受付※食品の持ち込みは14時以降にお願いします
場所　区役所1階ロビー

相談名　11人権相談（いじめ、差別、虐待、セクハラ、パワハラ、ＤＶなど）
一部予約制
日時　【平日】9時～21時【日・祝】9時～17時30分
申込方法　専門相談員が電話で相談をお受けします。
区役所で面談を希望される方は事前にご予約ください。
（電話06-6532-7830なやみゼロ）※通話料は自己負担
区役所でも相談をお受けしています。【平日】９時～17時30分
問合 市民協働課(教育)４階43番　（電話06-6915-9734）


「ひったくり防止キャンペーン」のお知らせ
無料　申込不要
自転車でお越しいただいた方に、ひったくり防止カバーの無料取り付けを実施します。
日時　6月11日（水） 14時～取り付け　※なくなり次第終了
場所　緑児童遊園（緑3-3-3）
定員　100名（先着順）
※前カゴにひったくり防止カバーがついていない自転車に限ります
※籠の種類によっては、取り付けできない場合があります
※荒天などにより中止になることがあります（当日12時までに判断します）


チカツキョウだヨ！全員集合　身近な地域活動を知ってみよう！

ご近所のつながりを広げる地域活動【前編】～みんなの思いが地域の活動につながる～
地域活動は、みんなの「こんな暮らしがしたい」「こんなまちに住みたい」という思いを実現するために、地域にあったらよいこと、必要なことを話し合い、地域が主体となって取り組んでいる活動です。
時代や地域の特性に応じて、工夫を凝らしたさまざまな行事が行われています。

ここに行けば子育て仲間と出会える！　子育てサロン
防災グッズってこんなにあるの!?　防災訓練
みんなで集まるから、続けられる！　百歳体操
伝統文化や食文化を子どもたちに伝えたい！　もちつき大会
踊りがないと夏は終わらない！盆踊り大会
楽しそうな行事がたくさんあるね

まちづくりセンターのホームぺージはこちら▶
地域活動の様子など、鶴見区まちづくりセンターのSNSで発信しています▶
各地活協の連絡先はこちら▶

６月
イベントカレンダー　※日程などは変更となる場合があります。詳細は各地活協にお問い合わせください
1日（日）榎本　榎本ふれあいまつり／榎本南公園・榎本福祉会館ほか
7日（土）茨田北　小学校土曜授業「まなぼうさい」／茨田北小学校
8日（日）鶴見北　献血／鶴見小学校
14日（土）茨田　防災土曜授業／茨田小学校
15日（日）茨田東　スリーアイズ大会／茨田東小学校
15日（日）緑　緑ニュースポーツ・健康フェスタ／緑ふれあいの家
15日（日）鶴見　体育際／鶴見南小学校
22日（日）今津　防災無線訓練／今津会館
29日（日）茨田南　スリーアイズ大会・体験会／茨田南小学校
問合　鶴見まちづくりセンター　電話06-6967-8931


JR放出駅周辺の路上駐輪が解消されました!!
今まで路上駐輪の自転車でいっぱいであったJR放出駅周辺では、これまでから榎本地域のみなさまと行政が一体となって啓発や取締り、さらには駐輪場の新設など放置自転車対策に取り組んでまいりました。
携わっていただいた方々のご尽力および自転車利用者のご理解もあり、同駅の路上駐輪が解消し、きれいになりました。
引き続きこの状態が続くよう皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。
問合　市民協働課（市民協働）1階8番　電話06-6915-9166


鶴見区からの万博情報
「大阪ウィーク～春～」にだんじり・やぐら・太鼓台などが大集合！
5月9日（金）・10日（土）、夢洲のEXPOアリーナ「Matsuri」に、府内各地から約40台ものだんじり等が大集結しました！鶴見区からは、区を代表して鶴見地車保存会だんじりを出演し、区内各保存会からも多くの方にご参加いただきました。
参加者全員、一丸となって実演に臨み、大いに盛り上がりました！

府・市万博推進局の情報発信サイトでは、「明日の万博」情報を掲載しています。毎日19時に、翌日の「当日券の販売状況」「混雑状況予想」「予約が必要なパビリオン」などの情報が更新されます。入場前日の準備や、急遽行こうと思った場合の参考にしてください。
二次元コード

問合　総務課（政策推進）4階42番　電話06-6915-9176


第51回鶴見区民まつり
協賛金や協賛物品も募集しております！ご協力いただける方は、下記問合せ先までご連絡ください。
問合せ期限　6月13日（金）

第51回鶴見区民まつりのサブテーマ、ステージ出演者、パレード出演者、ブース出店者を募集します。
（1）第51回 鶴見区民まつりサブテーマ募集（選考あり）
鶴見区民まつりが区民の皆さまの交流の場であることが伝わるような第51回鶴見区民まつりのサブテーマを募集します。
対象　区内に在住・在勤・在学または区内で活動されている方

（2）ステージ出演者募集（多数の場合抽選）
場所　ハナミズキホール（水の館ホール）予定
対象　区内で活動されている団体・グループ（ジャンル不問・2名以上）
時間　10分以上15分以内（ステージ転換を含む）
抽選会　7月2日（水）
※抽選会には必ず参加してください（代理出席可）

（3）パレード出演者募集（選考あり）
場所　くすのき通
対象　団体・グループ
※申込者多数の場合は、鶴見区内で活動されている方を優先します。

（4）ブース出店者募集（多数の場合抽選）
場所　中央通、くすのき通など（場所は抽選等）
対象　区内で活動されている団体・法人・グループ
スペース　5.4m×3.6m程度　※飲食および物販の出店はできません
抽選会　7月11日（金）　※抽選会には必ず参加してください（代理出席可）

日時　10月5日（日） 10時～15時（開会式は9時30分から）
場所　花博記念公園 鶴見緑地
申込期限　（1）（2）（3）（4）ともに6月27日（金）
申込方法　持参・送付・ファックス・メール
※必ず募集要項を確認してからお申込みください。※指定の申込用紙に必要事項を記入してください。申込用紙は区役所窓口で配布またはホームページからダウンロードできます
主催　鶴見区民まつり実行委員会・鶴見区役所
※その他の詳細はホームページまたは募集要項等を確認してください。
※天候等や施設事情等により内容変更や中止になる可能性があります。

詳細・募集要項申込書　はこちら
申込・問合
市民協働課（市民協働）1階8番　電話06-6915-9166　ファックス06-6913-6235
郵便　538-8510　鶴見区役所内 鶴見区コミュニティ育成事業実行委員会 事務局
メール　tr0002@city.osaka.lg.jp

令和7年春の叙勲を受章されました
当区の行政相談委員（総務大臣委嘱）で、近畿行政相談委員連合協議会会長を務めている大草亘さんが永年にわたる行政相談活動の顕著な功労が認められ、令和7年春の叙勲（瑞宝双光章）を受章されました。
多年にわたるご功績に敬意を表し、栄えある受章を心からお祝い申しあげます。
写真　大草亘さん（近畿行政相談委員連合協議会 会長）
問合　総務課（政策推進）4階42番　電話06-6915-9683


「令和7年度憲法記念日知事表彰」を受賞されました。
大阪市鶴見区民生委員児童委員協議会副会長の柴田文子さんが、永年の福祉活動に対し、その功績をたたえられ、憲法記念日知事表彰を受賞されました。多年にわたるご功績に敬意を表し、栄えある受賞を心からお祝い申しあげます。
写真　柴田文子さん（鶴見区民生委員児童委員協議会　副会長）
問合　保険福祉課（高齢者支援）1階10番　電話06-6915-9859

日曜開庁（6月22日）について
マイナンバーカード関連の手続きができません
国の個人番号カード管理システム等がメンテナンス作業のため全国的に停止します。そのため、マイナンバーカードの交付や電子照明書の更新処理、暗証番号の再設定などの手続きができませんのでご注意ください。
[bookmark: _Hlk196312952]問合　窓口サービス課（住民情報）1階3番　電話　06-6915-9963

本籍が大阪市外の市区町村の方は戸籍証明書等の交付ができません
[bookmark: _Hlk196313245]国の戸籍情報連携システムがメンテナンス作業のため全国的に停止します。そのため、大阪市外の市区町村の戸籍証明書等の交付ができません。また、大阪市外の市区町村に本籍のある方からの戸籍届出についても、お預かりするのみとなりますのでご注意ください。
問合　窓口サービス課（戸籍）1階3番　電話　06-6915-9961
